
石見レストランバスのご留意事項 
[車内のお席について] 
他のお客様と相席になる可能性がございます。4名様以上でお申し込みの場合は、席が離れる可能性がございます。後方
2テーブルの天井はオープンルーフではございません。座席指定は出来かねますので、予めご了承ください。走行中は着
席の上、シートベルトの着用をお願いいたします。テーブルや車内設備に関しては、乗車後スタッフからの説明もしくは
車内掲示の説明書を必ずご確認ください。雨天の場合の運行では、車窓からの景色が不明瞭になることがございますので、
予めご了承ください。 
[トイレについて] 
お食事・お飲みものを楽しんでいただくツアーですが、バスにはトイレ設備がございません。各コースの中で、トイレ休
憩を複数回設けますのでご利用ください。 
[お持ち物について] 
ツアープランによっては車外での散策等ございますので、雨の予報の場合には、お客様にて傘など雨具のご用意願います。 
天井は開閉式となっており冬季は冷気が入り込むため、防寒具をご用意ください。 
バスには大きな荷物を置くスペースがございません。集合場所の駅にあるコインロッカーをご利用ください。 
季節柄、散策をされる際は厳しい寒さが予想されます。また、バス車内はヒーターをつけておりますが、できるだけ暖か
いお召し物でお出かけください。 
[お食事について] 
お食事とお飲み物を楽しんでいただくツアーです。食中毒防止のため、お持ち込みはご遠慮願います。 料理の中で【小
麦・卵・乳・そば・落花生・かに・えび】を使用する可能性がありますが、アレルギー対応は出来かねます。受付の際に
お申し出いただければ、食材についてご説明をさせていただきます。 
[ツアー催行中止時の対応について] 
警報発令レベルの悪天候、車両故障等により、急遽ツアー催行の中止が確定した場合は、参加申し込み時にお知らせいた
だいた連絡先に速かにご連絡いたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ツアー開催当⽇の集合時間と集合場所のご案内 
＊出発時間に遅れたお客様をお待ちすることなく、バスは定刻にて運⾏いたします。この場合、ツアー代⾦
のご返⾦は致しませんので、予めご了承ください。出発 15 分前集合にご協⼒をお願いいたします。 
 
デイプラン 
江津コース：集合場所 JR ⼭陰本線_江津駅前ロータリー  島根県江津市江津町 926-4 
 【午前】集合時刻 9:15 出発時刻 9:30 【午後】集合時刻 12:45 出発時刻 13:00 
浜⽥コース：集合場所 JR ⼭陰本線_浜⽥駅前南⼝_どんちっち神楽時計 島根県浜⽥市浅井町 777-19 
 【午前】集合時刻 9:15 出発時刻 9:30 【午後】集合時刻 12:45 出発時刻 13:00 
益⽥コース：集合場所 JR ⼭陰本線_益⽥駅前ロータリー 島根県益⽥市駅前町 17-2 
 【午前】集合時刻 9:15 出発時刻 9:30 【午後】集合時刻 12:15 出発時刻 12:30 
 
ナイトプラン(神楽コース・モエコース 共通) 
集合場所  JR ⼭陰本線_浜⽥駅前南⼝_どんちっち神楽時計 島根県浜⽥市浅井町 777-19 
集合時刻 18:45 出発時刻 19:00 
 
ビアプラン 
江津コース：集合場所 JR ⼭陰本線_江津駅前ロータリー  島根県江津市江津町 926-4 
 【A】集合時刻 16:45 出発時刻 17:00 【A】集合時刻 18:45 出発時刻 19:00 
浜⽥コース：集合場所 JR ⼭陰本線_浜⽥駅前南⼝_どんちっち神楽時計 島根県浜⽥市浅井町 777-19 
 【A】集合時刻 16:45 出発時刻 17:00 【A】集合時刻 18:45 出発時刻 19:00 



旅行取扱条件書（全文） 
 

ご旅行をお申し込みいただく前に、必ず
この「ご旅行条件書」をお読みください。 
 
1．本旅行条件書の意義 
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条 4 に定
める取引条件説明書面および同法第 12
条の 5 に定める契約書面の一部となりま
す。 
 
2．募集型企画旅行契約 
（１）この旅行は株式会社 GPA（以下「当
社」といいます）が企画・募集し実施す
る旅行であり、この旅行に参加されるお
客様は当社と募集型企画旅行契約（以下
「旅行契約」といいます）を締結するこ
とになります。 
（２）募集型企画旅行契約の内容・条件
は、各コース毎に記載されている条件の
他、ご旅行お申込み時にお渡しする旅行
条件書・ご出発前にお渡しする最終旅行
日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅
行契約の部によります。 
（３）当社は、お客様が当社の定める旅
行日程に従って運送・宿泊機関等の提供
する運送・宿泊その他の旅行に関するサ
ービス（以下「旅行サービス」といいま
す）の提供を受けることができるように、
手配し、旅程を管理することを引き受け
ます。 
 
3．旅行お申し込みと旅行契約の成立 
（１）主催団体が指定する方法にてお申
込みを受け付けます。この場合、予約の
時点では契約は成立しておらず、当社か
ら予約の旨を通知した後、予約の申込み
の翌日から起算して 5 営業日以内に指定
口座に旅行代金をご入金ください。この
期間内に旅行代金のご入金が確認できな
かった場合は、お申込はなかったものと
して取扱います。 
（２）旅行代金は、旅行開始日の前日か
ら起算してさかのぼって 7 日前（宿泊旅
行は 14 日前）まで（7日前を過ぎてから
のお申し込みの場合は支払伝票到着後 3
日以内）に全額をお支払いいただきます。 
（３）募集型企画旅行契約は、契約の締
結を承諾し、当社にて旅行代金を受領し
た時に成立するものといたします。また
当社は、グループの代表者または代行者
より旅行代金の全額を受理した時点で、
グループ全員に対して旅行契約が成立し
たものとします（ただし、申し込み時に
各参加者が別々にお支払いになる旨を当
社にお申し出いただいた場合を除く）。
「クレジットカード」の場合は、当社が
契約の締結を承諾する旨の通知を発した
時点で成立といたします。 
※当社が指定するチケット販売プラット
フォームサイト運営会社 (以下「チケット
会社」といいます)より、旅行代金に相当
するチケット代金のお支払いを受けるこ
とを条件に旅行契約を締結する場合があ
ります(以下「通信契約」といいます)。そ
の場合は、チケット会社から当社がお客
様のチケットの申込及び決済完了の通知
を受けた時点で契約成立と致します。 
（４）「お振り込み」の場合はお客様の振
り込み手続きが完了した時点で成立した
ものとします。 
（５）確定した内容を記載したイベント
案内書（宿泊旅行は申込時に旅行日程、
宿泊、運送機関の名称が確定できない場
合）を旅行開始日の前日までにお送りい
たします。ただし旅行開始日の 7 日前以
降のお申し込みの場合は、旅行開始日当

日にお渡しすることがあります。なお期
日前であっても、お問い合わせがあれば
手配状況についてご説明いたします。 
 
4．ウエイティングの取扱い 
（１）お申し込みの段階で、満席、満室
その他の理由で旅行契約の締結が直ちに
できない場合は、当社は、お客様の承諾
を得て、お客様が「取消待ち」状態でお
待ちいただける期限を確認した上で、お
客様を「ウエイティングのお客様」とし
て登録し、お客様の申込みを受けられる
よう努力いたします。これを「ウエイテ
ィング登録」といいます。この場合でも
当社は旅行代金相当額を申し受けます。
この時点では旅行契約は成立しておりま
せん。なお、「当社らがお申し込みを承諾
できる旨を通知する前にお客様よりウエ
イティング登録の解除のお申出があった
場合」または「お待ちいただける期限ま
でに結果としてお申し込みを承諾できな
かった場合」は、当社は当該旅行代金相
当額を払戻しいたします。 
（２）本項（１）の場合における、ウエ
イティング登録にかかるコースの予約成
立は、当社らがお客様の申込みを承諾で
きる旨の通知を行ったときに成立するも
のとします。 
（３）お預かりした旅行代金相当額は予
約成立となった時点で旅行代金として取
扱います。 
 
5．申込条件 
（１）12 歳未満の方は保護者の同行を条
件とします。中学生以上 18 歳未満の方が
単独でご参加される場合は、保護者の同
意書の提出が必要となりますので、お申
し出ください。  
（２）特定のお客様層を対象とした旅行、
あるいは特定の旅行目的を有する旅行に
ついては、年齢、資格、技能その他の条
件が当社の指定する条件に合致しない場
合は、お申し込みをお断りする場合があ
ります。 
（３）慢性疾患をお持ちの方、現在健康
を損なわれている方、妊娠中の方、妊娠
の可能性がある方、障害をお持ちの方、
動物アレルギーのある方、身体障害者補
助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）をお連
れの方、その他特別な配慮を必要とされ
るお客様は、その旨を旅行のお申し込み
時にお申し出ください（旅行契約成立後
にこれらの状況になった場合も直ちにお
申し出ください）。お申し出を受けた場合、
当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれ
に応じます。これに際して、お客様の状
況および必要とされる措置についてお伺
いし、または書面で申し出ていただくこ
とがあります。 
（４）当社は、旅行の安全かつ円滑な実
施のために、同伴者または介助者の同行
などを条件とさせていただく場合、利用
機関等の求めにより医師の診断書を提出、
現地事情や運送機関等の状況などにより、
お客様の同意の上、コースの一部内容を
変更させていただく場合があります。ま
た、お客様からお申し出いただいた措置
を手配することができない場合は、ご負
担の少ない他の旅行をお勧めする場合、
あるいはご参加をお断りし、旅行契約を
解除させていただく場合があります。な
お、お客様からのお申し出に基づき、当
社がお客様のために講じた特別な措置に
要する費用は原則としてお客様の負担と
なります。 

（５）お客様がご旅行中に疾病、傷害そ
の他の事由により、医師の診断または加
療を必要とする状態になったと当社が判
断する場合は、旅行の円滑な実施をはか
るため必要な措置を取らせていただきま
す。これにかかる一切の費用はお客様の
ご負担となります。 
（６）お客様のご都合による別行動は原
則としてお受けできません。ただし、コ
ースにより別途条件をお付けしてお受け
することがあります。  
（７）お客様のご都合により旅行の行程
から離団される場合は、その旨および復
帰の有無、復帰の予定日時等を書面にて
ご連絡いただきます。 
（８）お客様が、他のお客様に迷惑をお
よぼす、または団体行動の円滑な実施を
妨げるおそれがあると当社が判断する場
合は、ご参加をお断りすることがありま
す。 
（９）お客様が暴力団員、暴力団準構成
員、暴力団関係者、暴力団関係企業、ま
たは総会屋その他の反社会的勢力である
と認められる場合は、ご参加をお断りす
ることがあります。 
（10）お客様が当社らに対して暴力的な
要求行為、不当な要求行為、取引に関し
て脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行
為またはこれらに準じる行為を行った場
合はご参加をお断りすることがあります。 
（11）お客様が風説を流布し、偽計を用
い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀
損し若しくは当社らの業務を妨害する行
為またはこれらに準ずる行為を行った場
合は、ご参加をお断りすることがありま
す。 
（12）その他当社らの業務上の都合があ
るときには、お申し込みをお断りする場
合があります 
 
6．契約書面 
（１）第 3 項（３）に定める契約の成立
後に手配状況の確認を希望する問い合わ
せがあったときは、確定書面のお渡し前
であっても当社らは手配状況についてご
説明いたします。 
（２）当社が募集型企画旅行契約により
手配し旅程を管理する旅行サービスの範
囲は、本項の契約書面（契約書面はホー
ムページ、パンフレット、当旅行条件書
等により構成されます）に記載するとこ
ろによります。ただし、確定書面（最終
旅行日程表）を交付した場合には、確定
書面に記載する内容によります。 
 
7．旅行代金に含まれるもの 
（１）旅行日程に明示した運送機関の運
賃・料金（コースにより等級が異なりま
す。別途明示する場合を除き普通席とな
ります。）、（宿泊費、）食事料金、観光料
金（入場・拝観・ガイド等）および消費
税等諸税・サービス料、（空港施設使用料
等）。 
（２）添乗員が同行するコースでは、こ
の他に添乗員経費、団体行動に必要な心
付けを含みます。 
（３）その他ホームページ、パンフレッ
ト等で「旅行代金に含まれるもの」とし
て明示したその他の費用。 
※上記費用はお客様のご都合により、一
部利用されなくても払戻しはいたしませ
ん。 
 
8．旅行代金に含まれないもの 
旅行日程の「自由行動」「自由見学」「別



料金」「各自で」等と記載されている区間
の交通費、食事代、入場料、旅行中の個
人的費用（電話、クリーニング、飲物代
等）およびオプショナルツアーの代金。 
 
9．旅行契約内容・旅行代金の変更 
（１）当社は旅行契約の締結後であって
も、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊
機関等の旅行サービス提供の中止、官公
署の命令、当初の運行計画によらない運
送サービスの提供その他の当社の関与し
得ない事由が生じた場合において、旅行
の安全かつ円滑な実施をはかるためやむ
を得ないときは、お客様にあらかじめ速
やかに当該事由が関与し得ないものであ
る理由及び当該事由との因果関係を説明
して、旅行日程、旅行サービスの内容そ
の他の旅行契約の内容（以下「契約内容」
といいます）を変更することがあります。
ただし、緊急時において、やむを得ない
場合は、変更後に説明します。 
（２）ご利用いただく運輸機関の運賃・
料金が、著しい経済情勢の変化等により、
通常想定される程度を大幅に超えて増額
または減額される場合、当社はその増額
または減額される金額の範囲内で旅行代
金の額を増額または減額します。ただし、
旅行代金を増額変更するときは、旅行開
始日の前日から起算してさかのぼって15
日目に当たる日より前にお客様にその旨
を通知します。 
 
10．お客様の交替 
お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上
の地位を別の方に譲渡することができま
す。この場合、旅行参加者を特定する必
要のある旅行商品に限り、お客様は所定
の用紙に必要事項を記入のうえ、当社宛
にご提出していただきます。この際交替
に要する手数料として所定の金額をお支
払いいただきます。また、旅行契約上の
地位の譲渡は当社の承諾があった時に効
力が生ずるものとし、以後旅行契約上の
地位を譲り受けた方が、当該旅行契約に
関する一切の権利及び義務を継承するこ
ととなります。なお、当社は手配先が旅
行者の交替に応じない等の理由により交
替をお断りする場合があります。 
 
11．お客様による旅行契約の解除および
旅行代金等の払い戻し 
（１）お客様は、次に定める取消料をお
支払いいただくことにより、旅行契約を
解除することができます。なお、表でい
う「旅行契約の解除期日」とは、お客様
が、当社の営業所の営業日・営業時間内
に解除する旨をお申し出いただいた時点
を、基準といたします。 
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※旅行契約の成立後、上記取消日区分に

入ってからの人員減、旅行開始日・コー
スの変更は取消とみなされ取消料がかか
ります。 
 
（２）お客様のご都合で出発日、コース、
宿泊施設等を変更される場合にも旅行費
用全額に対して本項（１）の取消料が適
用されます。 
（３）お客様は次に掲げる場合において、
取消料を支払うことなく旅行契約を解除
することができます。 
A）第 9項に基づき契約内容が変更された
とき、その他の重要なものであるときに
限ります。 
B）第 9項（２）の規定に基づいて旅行代
金が増額されたとき。 
C）天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機
関等の旅行サービス提供の中止、官公署
の命令その他の事由が生じた場合におい
て、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能
となり、または不可能となる可能性が極
めて大きいとき。 
D）当社の責に帰すべき事由により、契約
書面に記載した旅行日程に従った旅行の
実施が不可能となったとき。 
（４）当社は、本項（１）により旅行契
約が解除されたときは、既にお支払いい
ただいている旅行代金から所定の取消料
を差引いた残額を払い戻します。 
（５）当社は本項（３）より旅行契約が
解除されたときは、既にお支払いいただ
いている旅行代金の全額を払い戻します。 
 
12．当社による旅行契約の解除 
（１）旅行開始前 
A）当社は、次に掲げる場合において、お
客様に理由を説明して、旅行開始前に旅
行契約を解除することがあります。 
（ア）お客様が、当社があらかじめ明示
した性別、年齢、資格、技能その他の参
加旅行者の条件を満たしていないことが
明らかになった場合。 
（イ）お客様が病気、必要な介助者の不
在その他の事由により、当該旅行に耐え
られないと認められる場合。 
（ウ）お客様が他のお客様に迷惑を及ぼ
し、または団体旅行の円滑な実施を妨げ
るおそれがあると認められる場合。 
（エ）お客様が、契約内容に関し合理的
な範囲を超える負担を求めた場合。 
（オ）お客様の人数がパンフレットに記
載した最少催行人員に達しなかったとき。
この場合、当社は旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって 6 日目（宿泊をと
もなう旅行にあっては 13 日目）にあたる
日より前に旅行を中止する旨をお客様に
通知します。 
（カ）降雪量等（スキー等における）の
不足のように、当社があらかじめ明示し
た旅行条件が成就しないとき、あるいは
そのおそれが極めて大きい場合。 
（キ）天災地変、戦乱、暴動、運送・宿
泊機関等のサービス提供の中止、官公署
の命令その他の当社の関与し得ない事由
が生じた場合において、契約書面に記載
した旅行日程に従った旅行の安全かつ円
滑な実施が不可能となり、または不可能
となるおそれが極めて大きいとき。 
B）お客様が、第 3項に定める期日までに
旅行代金を支払わなかったときは、当社
は当該期日の翌日においてお客様が旅行
契約を解除したものとみなします。この
場合において、お客様は当社に対して、
第 11 項（１）に定める取消料に相当する
額の違約料をお支払いいただきます。 
C）お客様が第 5 項（８）から（10）に
該当することが判明した場合。 
（２）旅行開始後 

A）当社は、次に掲げる場合において旅行
開始後であっても旅行契約の一部を解除
することがあります。 
（ア）お客様が病気、必要な介助者の不
在その他の事由により旅行の継続に耐え
られない場合。 
（イ）お客様が旅行を安全かつ円滑に実
施するための添乗員その他の者による当
社の指示に従わない場合、またはこれら
の者または同行する他の旅行者に対する
暴行または脅迫などにより団体行動の規
律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実
施を妨げる場合。 
（ウ）天災地変、戦乱、暴動、運送・宿
泊機関等の旅行サービス提供の中止、官
公署の命令その他の当社の関与し得ない
事由が生じた場合において、旅行の継続
が不可能となった場合。 
B）当社が本項（２）の[1]の規定に基づ
いて旅行契約を解除した場合は、当社と
お客様との間の契約関係は、将来に向か
ってのみ消滅します。すなわち、お客様
が既に提供を受けた旅行サービスに関す
る当社の債務については、有効な弁済が
なされたものとします。また、この場合
において、当社は、旅行代金のうちお客
様がいまだその提供を受けていない旅行
サービスに係わる部分に係る金額から、
当該旅行サービスに対して取消料、違約
料その他の既に支払い、またはこれから
支払わなければならない費用に係る金額
を差し引いたものをお客様に払い戻しま
す。 
C）当社は、本項（２）[1]のア、ウの規
定によって旅行開始後に旅行契約を解除
した場合は、お客様のご依頼に応じてお
客様のご負担で出発地に戻るために必要
な旅行サービスの手配を引き受けます。 
D）お客様が第 4 項（８）から（10）に
該当することが判明した場合。 
 
13．旅行代金の払い戻し 
当社は、第 9 項の規定により旅行代金が
減額された場合または第 11 項および第
12項の規定により旅行契約が解除された
場合において、お客様に払い戻すべき金
額が生じた場合は、旅行開始前の解除に
よる払い戻しにあっては解除の翌日から
起算して 7 日以内に、減額または旅行開
始後の解除による払い戻しにあっては契
約書面に記載した旅行終了日の翌日から
起算して 30 日以内にお客様に対し当該
金額を払い戻します。 
 
14．旅程管理 
（１）当社はお客様の安全かつ円滑な旅
行の実施を確保するため、お客様に対し
次に掲げる業務を行ないます。当社がお
客様とこれと異なる特約を結んだ場合に
はこの限りではありません。 
A）お客様が旅行中、旅行サービスを受け
ることができない可能性があると認めら
れるときは、旅行契約に従った旅行サー
ビスの提供を確実に受けられるために必
要な措置を講じます。 
B）本項（１）A）の措置を講じたにもか
かわらず、旅行内容の変更をせざるを得
ない場合において、旅行日程を変更する
ときは、変更後の旅行日程が当初の旅行
日程の趣旨にかなうものとなるよう努め
ます。 
（２）お客様は、旅行開始後旅行終了ま
での間において団体で行動していただく
ときは、旅行を安全かつ円滑に実施する
ための当社の指示に従っていただきます。 
【添乗員同行プラン】 
3）添乗員同行表示コースには、全行程に
添乗員が同行し、本項（１）に掲げる業



務その他当該旅行に付随して当社が必要
と認める業務の全部または一部を行ない
ます。添乗員の業務は原則として 8 時か
ら 20 時までとします。 
【現地添乗員同行プラン】 
（４）現地添乗員同行表示コースには、
原則として旅行目的地の到着から出発ま
で現地添乗員が同行します。現地添乗員
の業務範囲は本項（３）における添乗員
の業 
務に準じます。 
【現地係員案内プラン】 
（５）現地係員案内表示コースには、添
乗員は同行いたしませんが、当社は現地
において当社が手配を代行させる者によ
り、本項（１）に掲げる業務その他当該
旅行に付随して当社が必要と認める業務
の全部または一部を行なわせ、その者の
連絡先は最終旅行日程表等の確定書面に
明示します。 
【個人旅行プラン】 
（６）個人旅行プランには添乗員は同行
いたしません。お客様が旅行サービスの
提供を受けるために必要なクーポン類を
ご出発前にお渡しいたしますので、旅行
サービスの提供を受けるための手続きは
お客様自身で行っていただきます。 
 
15．お客様に対する当社の責任および免
責事項 
（１）当社は、旅行契約の履行に当たっ
て、当社または手配代行者が故意または
過失によりお客様に損害を与えた場合は、
その損害を賠償する責に任じます。ただ
し、損害発生の翌日から起算して 2 年以
内に当社に対して通知があった場合に限
ります。 
（２）お客様が次に掲げるような事由に
より損害を被られても、当社は本項（１）
の責任を負いかねます。ただし、当社ま
たは当社の手配代行者の故意または過失
が証明されたときは、この限りではあり
ません。 
A）天災地変、戦乱、暴動またはこれらの
ために生ずる旅行日程の変更もしくは旅
行の中止 
B）運送、宿泊機関等の事故もしくは火災
により発生する損害 
C）運送、宿泊機関等のサービス提供の中
止またはこれらのために生じる旅行日程
の変更もしくは旅行の中止 
D）官公署の命令等によって生じる旅行日
程の変更、旅行の中止 
E）自由行動中の事故 
F）食中毒 
G）盗難 
H）運送機関の遅延、不通、スケジュール
変更、経路変更など、またはこれらによ
って生ずる旅行日程の変更もしくは目的
地滞在時間の短縮 
（３）お荷物について生じた本項（１）
の損害については、同項の規定にかかわ
らず、損害発生の翌日から起算して 14 日
以内に当社に対して通知があったときに
限り、お客様 1名につき 14.7 万円（当社
に故意または重大な過失がある場合を除
きます）を限度として賠償いたします。 
 
16．お客様の責任 
（１）お客様の故意または過失、法令、
公序良俗に反する行為、もしくはお客様
が当社約款の規定を守らないことにより
当社が損害を被った場合は、当社はお客
様に損害の賠償を申し受けます。 
（２）お客様は、旅行契約を締結するに
際して、当社から提供する情報（ホーム
ページ、パンフレット、当旅行条件書等）
を活用し、お客様の権利義務、その他の

募集型企画旅行契約の内容について理解
するよう努めなければなりません。 
（３）お客様は旅行開始後に、契約書面
の記載された旅行サービスを円滑に受領
するため、万が一契約書面と異なる旅行
サービスが提供されたと認識した場合は、
旅行中においても速やかにその旨を当社
または当該旅行サービス提供者に申し出
なければなりません。 
 
17．特別補償 
（１）当社は第 15 項の規定に基づく当社
の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅
行業約款の特別補償規程により、お客様
が旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事
故により、その生命、身体または手荷物
の上に被られた一定の損害について、予
め定める金額の 
A）死亡補償金として 1,500 万円 
B）入院見舞金として入院日数により 2～
20 万円 
C）通院見舞金として通院日数により 1～
5万円 
D）携行品にかかる損害補償金は、旅行者
１名につき 14.7 万円を限度とします。 
ただし、補償対象品の一個または一対に
ついては、10 万円を限度とします。 
なお、現金、貴重品、重要書類、撮影済
フィルム、その他壊れ物等補償の対象外
となるものがあります。また、細菌性食
物中毒等による被害も対象がとなります。 
（２）当社が第 15 項（１）の責任を負う
ことになったときは、この補償金は、当
社が負うべき損害補償金の一部または全
部に充当します。 
（３）当社の旅行参加中のお客様を対象
として、別途の料金を収受して実施され
る小旅行（オプショナルツアー）のうち、
当社が主催するものについては、主たる
旅行契約の一部として取り扱います。 
（４）お客様が旅行参加中に被られた損
害が、お客様の故意、故意による法令違
反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含
まれない場合で、自由行動中のスカイダ
イビング、山岳登はん、ボブスレー、リ
ュージュ、ハングライダー搭乗などの他、
これらに類する危険な運動中の事故によ
るものであるときは、当社は本項（１）
の補償金及び見舞金を支払いません。た
だし、当該運動が旅行日程に含まれてい
るときは、この限りではありません。 
 
18．旅程保証 
（１）当社は、次表左欄に掲げる契約内
容の重要な変更（次の[1]、[2]、[3]に掲げ
る変更を除きます。）が生じた場合は、旅
行代金に同表右欄に記載する率を乗じて
得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌
日から起算して 30 日以内にお客様に支
払います。ただし、当該変更について当
社に第 17 項（１）の規定に基づく責任が
発生することが明らかである場合には、
この限りではありません。 
A）次に掲げる事由による変更の場合は、
当社は変更補償金を支払いません（ただ
し、サービスの提供が行われているにも
かかわらず運送・宿泊機関等の座席・部
屋その他の諸設備の不足が発生したこと
による変更の場合は変更補償金を支払い
ます）。 
（ア）旅行日程に支障をもたらす悪天候
を含む天災地変 
（イ）戦乱 
（ウ）暴動 
（エ）官公署の命令 
（オ）欠航、不通、休業等の運送、宿泊
機関等の旅行サービス提供の中止 
（カ）遅延、運送スケジュールの変更等

当初の運行計画によらない運送サービス
の提供 
（キ）旅行参加者の生命または身体の安
全確保のため必要な措置 
B）第 11 項および第 12 項での規定に基
づいて旅行契約が解除されたときの当該
解除された部分に係わる変更 
C）パンフレットに記載した旅行サービス
の提供を受ける順序が変更になった場合
でも、旅行中に当該旅行サービスの提供
を受けることが出来た場合においては、
当社は変更補償金を支払いません。 
（２）当社が支払うべき変更補償金の額
は、お客様 1 名に対して 1 募集型企画旅
行につき、旅行代金に 15％を乗じた額を
もって限度とします。またお客様 1 名に
対して 1 募集型企画旅行につき支払うべ
き変更補償金の額が 1,000 円未満である
ときは、当社は、変更補償金を支払いま
せん。 
（３）当社が、本項（１）の規定に基づ
き変更補償金を支払った後に、当該変更
について、当社に第 15 項（１）の規定に
基づく責任が発生することが明らかにな
った場合には、お客様は当該変更に係る
変更補償金を当社に返還しなければなり
ません。この場合、当社は、同項の規定
に基づき当社が支払うべき損害賠償の額
と、お客様が返還すべき変更補償金の額
とを相殺した残額を支払います。 
（４）当社は、お客様が同意された場合、
金銭による変更補償金の支払いに替え、
同等価値以上の物品・サービスの提供を
することがあります。 
 
＜変更補償金の表 下記参照＞ 
 
 
19．個人情報の取り扱いについて 
（１）利用目的の範囲内での利用 
当社は、利用目的をできる限り特定した
上、あらかじめご本人の同意を得た場合、
および法令により例外として認められた
場合を除き、明示または公表した利用目
的の範囲内でのみ個人情報を取扱います。
当社が個人情報を利用する目的は次のと
おりです。 
A）イベントの予約受付手配 
B）イベント情報誌および協賛企業からの
お役に立つ情報の送付 
C）メールマガジンの送信 
D）ご予約やお問い合わせの内容確認やご
連絡 
E）より良い企画や商品およびサービスの
開発とお客様へのご案内 
F）お客様のご意見やご感想等のアンケー
トご協力のお願い 
 
（２）当社が運営するサイト及び当社が
指定するチケット販売サイトでは、メー
ルでのお問い合わせ、チケット販売など
の際に、名前、メールアドレス等の個人
情報をご登録いただく場合がございます。
これらの個人情報は質問に対する回答や
必要な情報を電子メールなどでご連絡す
る場合、ツアーの実施及び関連業務に利
用させていただくものであり、個人情報
をご提供いただく際の目的以外では利用
いたしません。 
  
（３）個人情報の第三者への開示 
当社では、個人情報は適切に管理し、以
下に該当する場合を除いて第三者に開示
することはありません。 
（ア）本人のご了解がある場合 
（イ）法令等への協力のため、開示が必  
    要となる場合 
（ウ）個人情報の開示、訂正、追加、削 



      除、利用停止 
ご本人からの個人データの開示、訂正、
追加、削除、利用停止のご希望の場合に
は、ご本人であることを確認させていた
だいた上、速やかに対応させていただき
ます。 
  
（４）アクセス解析ツールについて 
当社が運営するサイトでは、Google によ
るアクセス解析ツール「Google アナリテ
ィクス」を利用しています。この Google
アナリティクスはトラフィックデータの
収集のために Cookie を使用しています。
このトラフィックデータは匿名で収集さ
れており、個人を特定するものではあり
ません。この機能は Cookie を無効にする
ことで収集を拒否することが出来ますの
で、お使いのブラウザの設定をご確認く
ださい。この規約に関して、詳しくは 
http://www.google.com/analytics/term
s/jp.html をご確認ください。 
   
（５）免責事項 
当社が運営するサイトからリンクやバナ
ーなどによって他のサイトに移動された
場合、移動先サイトで提供される情報、
サービス等について一切の責任を負いま
せん。当サイトのコンテンツ・情報につ
きまして、可能な限り正確な情報を掲載
するよう努めておりますが、誤情報が入
り込んだり、情報が古くなっていること

もございます。当社が運営するサイトに
掲載された内容によって生じた損害等の
一切の責任を負いかねますのでご了承く
ださい。 
  
（６）プライバシーポリシーの変更につ
いて 
当社が運営するサイトは、個人情報に関
して適用される日本の法令を遵守すると
ともに、本ポリシーの内容を適宜見直し
その改善に努めます。修正された最新の
プライバシーポリシーは常に当社が運営
するサイトにて開示されます。 
 
20．その他 
（１）お客様が個人的な案内、買物等を
添乗員等に依頼された場合、これに伴う
諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に
伴う治療費等の諸費用、お客様の不注意
による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸
費用、別行動手配に要した諸費用が生じ
たときには、その費用を各お客様にご負
担いただきます。 
（２）お客様のご便宜を図るため土産物
店にご案内することがありますが、お買
い物に際しましては、お客様の責任で購
入していただきます。 
（３）旅行中に事故などが生じた場合は、
直ちに最終旅行日程表等でお知らせする
連絡先にご通知ください。当社は、旅行
中のお客様が、疾病、傷害等により保護

を要する状態であると認めたときは、必
要な措置を講じることがあります。この
場合において、これが当社の責に帰すべ
き事由によるものではないときは、当該
措置に要した費用はお客様の負担とさせ
ていただきます。 
（４）ご集合時刻は厳守してください。
集合時間に遅れ参加できない場合の責任
は一切負いかねます。 
（５）事故、大雪をはじめとする道路事
情その他やむを得ない事由により、万一
帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿
泊しなければならない事態が生じても当
社はその請求には応じられません。また
目的地滞在時間の短縮による補償にも応
じられません。 
（６）当社はいかなる場合も旅行の再実
施はいたしません。 
 
21．募集型企画旅行約款について 
本旅行条件書に定めない事項については
当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の
部）によります。当社の旅行業約款をご
希望の方は、当社にご請求ください。 
 
22．ご旅行条件の基準 
この旅行条件及びプライバシーポリシー
は、2017 年 12 月 1 日を基準としていま
す。旅行代金算出の基準日は、パンフレ
ット毎に記載しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

当社が変更補償金を支払う変更 
旅行開始日の
前日までにお
客様に通知し
た場合 

旅行開始日以
降にお客様に
通知した場合 

1. ホームページ上又は契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5％ 3.0% 
2. ホームページ上又は契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストランを含みま
す。）その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0% 
3. ホームページ上又は契約書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへ
の変更（変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は契約書面に記載した等級及
び設備のそれを下回った場合に限ります。） 

1.5％ 2.0％ 

4. ホームページ上又は契約書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 1.5％ 2.0％ 
5. ホームページ上又は契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる
空港の異なる便への変更 1.5％ 2.0％ 
6. ホームページ上又は契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又
は経由便への変更 1.5％ 2.0％ 
7. ホームページ上又は契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.5％ 2.0％ 
8. ホームページ上又は契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室
条件の変更 1.5％ 2.0％ 
9. 上記 1. ～ 8. に掲げる変更のうち募集ホームページ上又は確定書面のツアー・タイトル中
に記載があった事項の変更 2.5% 5.0% 

 
旅行企画実施：株式会社 GPA 
島根県知事登録旅行業第 2-93 号 

社団法人 全国旅行業協会（ANTA）正会員 
代表取締役社長：江上尚 ／ 総合旅行業務取扱管理者：原田真宜 

 
〒695-0002 島根県江津市浅利町 166 番地 2 

email: tour@gpa-agri.com 


